
課税標準 １３億円
※ １０億円×（６か所／１０か所）＋ １０億円×（７００人／１，０００人）

課税標準 ７億円
※ １０億円×（４か所／１０か所）＋ １０億円×（３００人／１，０００人）

Ｘ県内の 事務所等の数：４か所
従業者数：３００人

（参考） 法人事業税所得割における分割基準のイメージ（例：非製造業、資本金１億円超）

課税標準（＝所得金額） ２０億円Ａ社の課税標準

分割基準に従って課税標準を分割

Ｘ県

非製造業における
分割基準は、課税標準の
1/2 を「事務所等の数」
1/2 を「従業者数」で分割

税額＝７００万円

×１．０％ （税率）

Ａ社の税額

Ａ社の課税標準
（分割後）

※ 分割後の課税標準額に対し、Ｘ・Ｙ両県がそれぞれ課税権を行使。

課税権の調整

税額＝１，３００万円

×１．０％ （税率）

Ｙ県内の 事務所等の数：６か所
従業者数：７００人Ｙ県


